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令和7年2月21日 

 

教職員の懲戒処分について 

 

 

【処分1】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 7 年 2 月 21 日 

３ 職名・氏名・年齢・性別  教諭・三島 圭将・31 歳・男性 

４ 所 属 名  上尾市立鴨川小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 4 年 8 月上旬及び令和 6 年 4 月 29 日 

６ 事件・事故の概要 

   当該職員は、令和4年8月上旬、宿泊していたホテルの自室の窓から、向かい

側の部屋に宿泊していた女性の上裸姿をスマートフォンで動画撮影した。 

また、当該職員は、令和6年4月29日（月曜日）午後5時20分頃、ＪＲ上尾駅構

内のホームから改札口に向かう昇りエスカレーターにおいて、女性のスカート内

をスマートフォンで動画撮影した。 

 

【処分2】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（減給 3 月） 

２ 処 分 年 月 日  令和 7 年 2 月 21 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・27 歳・女性 

４ 地 域 ・ 校 種  秩父市・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 6 年 4 月 26 日 

６ 事件・事故の概要 

    当該職員は、令和6年4月26日（金曜日）午前7時30分頃、普通乗用自動車を運

転し、秩父市蒔田242番地先道路を進行中に意識消失の状態に陥り、自車を対向

車線に進出させたことにより、対向進行してきた普通乗用自動車の右ドアミラー

に自車右ドアミラーを衝突させ、更に対向進行してきた相手方男性が運転する普

通乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させた。 

その結果、同男性に全治まで約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせた。 
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【処分3】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和 7 年 2 月 21 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・37 歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  久喜市・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 6 年 8 月 31 日 

６ 事件・事故の概要 

   当該職員は、令和6年8月31日（土曜日）午後9時14分頃、普通乗用自動車を運

転し、久喜市久喜東2丁目31番1号付近の信号機のない交差点において、一時停止

の標識に気づかず進入したところ、進行方向の右側から走行してきた相手方男性

運転の自動二輪車に自車の右前部を接触させ、同男性を転倒させた。 

  その結果、同男性に加療約3か月を要する骨盤骨折の傷害を負わせた。 

  

 

● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

  【処分 1】兵頭・平岡 【処分 2】秋永・山田 【処分 3】青木・山田 

  直通 048-830-6933 内線 6936 

  E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 
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